
資料２ 
令和６年度 地域課題の解決に向けた協働推進事業「取組テーマ」一覧 

 
 鹿児島県では，行政，ＮＰＯ法人，地域コミュニティ組織，企業など多様な主体が，地域づくりの担い
手として連携・協力し，支え合う「共生・協働の地域社会づくり」に取り組んでいます。 
 その一環として，県とＮＰＯ等がそれぞれの特性を生かして，協働で地域課題の解決に取り組むため，
県が示す地域課題に係る取組テーマについて事業の企画提案を募集します。 

 

※【県全域】等は，必ずしも県全域で事業を実施するのではなく，事業実施地域を特定しないもの。 

 

No. 担当課・地域 取組テーマ 背景・地域課題 

１ 

青少年男女 
共同参画課 

 
青少年育成係 

 
【県全域】 

 
〔連絡先①〕 

 

青少年のインターネ

ット利用を適切にサ

ポートすることがで

きる人材の育成 

 近年，GIGA スクール構想を始め，新たな機器やイン

ターネットサービスが急速に浸透し，青少年を取り巻

く環境が大きく変化している。 

 本県では高校生の 96.0％，中学生の 44.1％が自分専

用のスマートフォンを所持しており，ネット依存症の

問題も深刻化している。 

 また，全国では SNS に起因する犯罪被害に遭った児

童数が令和元年の 2,082 人をピークに３年連続で減少

する中，県内では令和４年中に前年比３人増となる 14

人の少年が SNS 等に起因した福祉犯被害に遭ってい

る。さらに被害少年の約６割が被害時にフィルタリン

グを利用していない状況であり，保護者がフィルタリ

ングに関する正しい知識を持ち，ペアレンタルコント

ロールの実施，家庭内でのルールづくりに加え，保護

者と教育関係者が共通認識を持ってこの問題に対処

していくことが急務となっている。 

２ 

文化振興課 
文化企画係 

 

【県全域】 
 

〔連絡先②〕 
 

地域と文化芸術をつ

なぐ人材の育成支援 

 地域における文化活動は，地域行事の実施や地域コ

ミュニティの形成など地域活動の一助を担うもので

あるが，県内の文化芸術団体は，少子高齢化が進み，

活動の維持が困難となっている。 

 また，活動機会の消失や担い手不足によって，交流

人口が減少している現状がある。 

文化芸術活動の創出や，交流人口の増加を図るため，

魅力的なイベントの企画立案，集客につながる効果的

な広報，持続可能な団体の運営を行うことができる人

材を育成する必要がある。 

３ 

自然保護課 

野生生物係 

 

【県本土のい

ずれかの地

域】 
 

〔連絡先③〕 

県本土における生物

多様性の保全 

 県本土では，外来種の繁殖拡大等により，各地域の

生態系や農業等への被害が危惧されている。 

 このためには，地域の関係者が一体となった，外来

種駆除等に関する取組を推進し，地域独自の生物多様

性を保全する必要がある。 

４ 

自然保護課 

野生生物係 

 

【屋久島・奄美  

 群島のいずれ 

 かの島】 

 

〔連絡先③〕 

世界自然遺産に登録

された屋久島及び奄

美群島における生物

多様性の保全 

世界自然遺産に登録されている屋久島や奄美群島

では，貴重な生態系を維持するため，生物多様性の保

全が課題となっている。 

 これらの地域における貴重な生態系を維持するた

めには，NPO 法人等の地域団体が主体となり，外来種

駆除や希少種保護に関する取組を推進する必要があ

る。 



No. 担当課・地域 テーマ 背景・地域課題 

５ 

住宅政策室 
住宅企画係 

 

【県全域】 
 

〔連絡先④〕 
 

地域の防災意識向上

に資する住宅耐震化

の重要性に係る普及

啓発の推進 

 本県の住宅の耐震化率は，全国と比較して低く，特

に，昭和 56 年 5 月以前に建設された住宅について，

耐震性能を確保する必要がある。 

 住宅の耐震化の促進により，地域全体の危機管理意

識を高め，非常時における協力体制や避難計画の整備

等，地域コミュニティの再生・創出にもつながる。 

 令和６年能登半島地震の発生により，住宅の耐震化

への注目が高まっている機会を捉え，建築関係団体等

と連携し，住宅の耐震化を含めた地域における防災対

策に取り組み，住民へ意識啓発を行う必要がある。 

６ 

住宅政策室 
住宅企画係 

 
【県全域】 

 

〔連絡先④〕 
 
 

空き家の発生抑制に

係る相談体制の構築 

 空き家対策については，適切な管理や除却，活用の

促進等に取り組んでいるが，空き家は今後も増加する

ことが見込まれている。 

 今後の空き家対策として，空き家を発生させないた

めの更なる取組が重要であることから，行政と空き家

対策に関係する団体，地域住民等が一体となり，「住

宅を空き家にしない」という意識の醸成を図るととも

に，地域に密着した相談体制を構築する必要がある。 

※【県全域】等は，必ずしも県全域で事業を実施するのではなく，事業実施地域を特定しないもの。  

 

【連絡先一覧】 

No. 連絡先 担当課名（担当係名） 連絡先 

１ ① 

青少年男女共同参画課 

（青少年育成係） 
電 話 099-286-2557 

ＦＡＸ 099-286-5541 

E-mail  r18@pref.kagoshima.lg.jp 

２ ② 

文化振興課 

（文化企画係） 

電 話  099-286-2537 

ＦＡＸ 099-286-5537 

E-mail  cpdbk@pref.kagoshima.lg.jp 

３ 
③ 

自然保護課 

（野生生物係） 

電 話 099-286-2616 

F A X  099-286-5546 

E-mail yasei@pref.kagoshima.lg.jp ４ 

５ 
④ 

住宅政策室 

（住宅企画係） 

電  話  099-286-3738 

ＦＡＸ  099-286-5637 

E-mail   jutaku-y@pref.kagoshima.lg.jp ６ 
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